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ふるさと応援基金
ふるさと納税
　平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日
までの間に、51 名様より 11,543,000 円のご寄付
をいただきました。平成 18 年度の基金設置以来、
ご寄附いただきました累計額は 105,761,460 円と
なりました。本当にありがとうございました。心
よりお礼申し上げます。

平成27年度において応援基金のうち7,945,002円を
以下の事業で活用させていただきました。

□ 人材育成のために　
　 姉妹都市交流事業、蔦文也杯選抜野球大会   
□ その他　　　　　   
　 小中学校 AED 購入、 三好市民文化祭、災害時
　 炊き出しステーションおよび災害用備品購入  

ご寄附いただいた皆さま　（順不同）

たくさんの方からご寄附をいただいています

上記の方以外に、匿名26名様よりご寄附いただきました。

三
好
市
新
庁
舎
整
備
基
本
計
画
の

答
申
が
行
わ
れ
ま
し
た

　

三
好
市
役
所

で
は
、
新
し
く
整

備
す
る
本
庁
舎

の
概
要
を
定
め

る
「
三
好
市
新

庁
舎
整
備
基
本

計
画
」
を
策
定

す
る
に
あ
た
り
、

学
識
者
、
各
種
団
体
代
表
者
、
公
募

委
員
ら
で
組
織
さ
れ
た
諮
問
機
関「
三

好
市
本
庁
舎
整
備
検
討
委
員
会
（
北

後
明
彦
委
員
長
）」
を
設
置
し
、
計
画

原
案
の
検
討
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

委
員
会
で
は
、
平
成
27
年
10
月
か

ら
4
回
の
審
議
を
重
ね
、４
月
４
日
、

北
後
委
員
長
か
ら
答
申
書
が
黒
川
市

長
に
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

　

４
月
25
日
に
は
市
議
会
へ
の
説
明

が
終
わ
り
、
今
後
市
民
の
皆
さ
ま
に

基
本
計
画
（
案
）
を
お
示
し
し
、
ご

意
見
を
い
た
だ
く
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
を
行
う
予
定
で
す
。
ぜ
ひ
、
率

直
な
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

三
好
市
役
所
管
財
課

電
話
７
２-

７
６
３
５

大倉 茂明  様 （奈良県） 栗本 昇　  様 （大阪府）
大西 文雄  様 （大阪府） 奥　 光明  様 （大阪府）
郷司 英治  様 （奈良県） 西岡 秀昌  様 （東京都）
一宮 寿行  様 （京都府） 川崎 由江  様 （大阪府）
楠目 幸利  様 （兵庫県） 山下 君子  様 （徳島県）
西岡比呂文様 （群馬県） 女鹿 仁　  様 （大阪府）
浅野 貴嗣  様 （愛知県） 山下 弥生  様 （愛媛県）
石塚 忠範  様 （大阪府） 村瀬 隆信  様 （東京都）
宮内 宏和  様 （高知県） 岡本マスヱ様 （愛媛県）
村山 尚子  様 （京都府）

堀　 三芳  様 （大阪府・
旧姓：池北）川崎 康寛  様 （大阪府）

塩島 敏彦  様 （山梨県） 松本 保典  様
塩島 文子  様 （山梨県） 高木 清 　 様

　市では、空き家の有効活用を通して、移住定
住を促進し、地域の活性化を図るため、「空き家
バンク」制度を実施しています。
　「空き家バンク」とは、市内の空き家の賃貸、
売却を希望する所有者の方から寄せられた情報
を市ホームページなどで公開し、市内に移住を
希望する方へ情報提供する仕組みです。

空き家の活用・改修に補助します
　空き家バンクに登録された空き家の有効活用
に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

□ 改修補助金 
対象者▼所有者など
対象経費▼空き家の売買または賃貸借契約を締結
した物件の改修に要する経費（改修費 20 万円以上）
金額▼補助率 2 分の 1 以内（限度額 100 万円）

□ 移住奨励金
対象者▼移住者など
対象経費▼登録された空き家に移住する奨励金
金額▼１世帯当たり四国内からの移住 10 万円
　　　　　　　　　四国外からの移住 20 万円

申請方法など、詳しくは地方創生推進課へお問
い合わせください。

【お申し込み・お問い合わせ先】
三好市役所地方創生推進課（電話 72 - 7607）

空き家バンクに
物件を登録しませんか

【お問い合わせ先】　
三好市役所地方創生推進課（電話 72-7607）

※ 有害鳥獣対策の侵入防護柵整備事業は、１戸からでも補助の対象となりますが、各個人で補助申請を行うのではなく、
自治会（集落）単位で申請を行ってください。

※ 各補助事業の内容について、詳しくは担当課および支所窓口に設置しているパンフレットをご覧ください。

補助事業名 補助対象経費 補助対象事業者 補助率など お問い合わせ先
（担当課）

食 料 品 や
日用品など
を提供する
ために行う
事業

市内の買い物が困難な地域において、
日常生活物資の移動販売や配達を行う
事業の運営費

自動車などで移動販
売・配達事業を行う
方で、地域の見守り活
動を行える方

定額
（車両総重量ごと
に異なる）

地方創生推進課
☎ 72-7607

市内の買い物が困難な地域において、日
常生活物資の移動販売を行う事業者また
は新たに移動販売を行おうとする事業者
の移動販売車両の購入にかかる経費

市内の移動販売事業
者で、移動販売およ
び地域の見守り活動
を5 年以上継続して
行える方

車両本体価格の
1/3（ 上 限 100
万円）

生活用水の
確保

シルバー人材センターに依頼し、水源
地の清掃、確認作業および簡易な修繕
に要した経費（材料費は除く）

市の給水区域外の個
人および団体

1/2（1 回につき
5,000 円、1 世
帯につき年間 4
回まで）

水道課
☎72-7626

有害鳥獣対策
【侵入防護柵整備事業】
農作物などを防護するための侵入防護
柵などの設置および修繕に要する経費

自治会など 4/10以内
農業振興課
☎72-7617

道路などの
維持管理に
関する事業

【小規模道路（私道）整備事業】
公道から住家までの私道などの開設・
改良・舗装に要する経費

個人

施工延長200m以
内とし、補助額は
別に定める（工種
により異なる）

工務課
☎72-7623

【道路の維持管理事業】
市内の市道・農林道において実施する
道路除草作業に要する経費

自治会、各種団体など
1mあたり10円
（同一路線は年 2
回まで）

管理課
☎72-7681

自治会など
が設置・管
理する集会
所などの修
繕・新築

修繕に要する経費（付帯設備の修繕や
軽微な工事などは除く）

集会施設を管理する
自治会など

2/3 以内
（上限200万円）

管財課
☎72-7635

新築に要する経費
集会施設を管理する
自治会など

1/2 以内
（上限500万円）

①
生
活
支
援
事
業

②
集
落
維
持
活
性
化

　市内には、人口減少と高齢化の進行により、地域にお
けるコミュニティ機能の維持が困難な自治会や集落が増
加しつつあります。三好市では、これらの課題を克服し、
住みよい集落環境づくりに向けて、それぞれの地域で行わ
れる取り組みを支援するため「三好市集落支援包括事業」
を実施しています。

推
進
事
業

地域で行われる取り組みを支援します

三好市の 集落支援包括事業

【お問い合わせ先】
三好市役所地方創生推進課（電話72-7607）または担当課

空き家を所有されている方へ

5　市報 みよし
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【
支
給
対
象
】

　

児
童
手
当
は
、
15
歳
到
達
後
最
初

の
3
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
児
童

（
中
学
校
修
了
前
の
児
童
）
を
養
育

し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

【
支
給
月
額
】

・
３
歳
未
満

　

一
律　

１
万
５
千
円

・
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
ま
で

　

第
１
子
・
第
２
子　

１
万
円

　

第
３
子
以
降　

１
万
５
千
円

・
中
学
校
修
了
前

　

一
律　

１
万
円

・
所
得
制
限
限
度
額
以
上

　

年
齢
に
か
か
わ
ら
ず

　

児
童
１
人
に
つ
き　

５
千
円

【
支
払
時
期
】

　

児
童
手
当
は
、
原
則
と
し
て
、
毎

年
2
月
、
6
月
、
10
月
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
前
月
分
ま
で
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

【
児
童
手
当
現
況
届
】

　

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、

毎
年
６
月
に
「
現
況
届
」
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
届
は
、
毎
年
6
月
1
日
に
お
け

る
状
況
を
記
載
し
、
児
童
手
当
を
引

き
続
き
受
け
る
要
件
が
あ
る
か
ど
う

か
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　

こ
の
届
の
提
出
が
な
い
と
、
6
月

分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

平
成
28
年
5
月
31
日
付
で
現
況
届

を
発
送
し
ま
す
。
添
付
書
類
を
添
え

て
、
期
限
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

お
手
元
に
現
況
届
が
届
い
て
い
な
い

場
合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
現
況
届
受
付
期
間
】

6
月
1
日
（
水
）
～
30
日
（
木
）

　
　
　
　
　
　
　
（
土
日
を
除
く
）

【
添
付
書
類
】

▽
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し
な
ど

▽
前
住
所
地
の
市
区
町
村
長
が
発
行

す
る
児
童
手
当
用
所
得
証
明
書
も

し
く
は
、
所
得
課
税
証
明
（
平
成

28
年
1
月
1
日
に
三
好
市
管
内
に

住
民
票
の
な
か
っ
た
方
）

▽
そ
の
他
、
必
要
に
応
じ
て
提
出
す

る
書
類
が
あ
り
ま
す
。

【
提
出
・
お
問
い
合
わ
せ
先
】

・
三
好
市
福
祉
事
務
所
子
育
て
支
援
課

　
（
☎ 

７
２-

７
６
４
８
）

・
各
支
所

児
童
手
当
制
度
の

ご
案
内

　

賑
わ
い
の
創
出
や
地
域
経
済
の
活

性
化
を
図
る
た
め
、
市
内
の
空
き
店

舗
な
ど
を
活
用
し
て
事
業
活
動
を
行

う
方
に
対
し
、
空
き
店
舗
な
ど
の
改

修
に
要
す
る
経
費
や
賃
借
料
の
一
部

を
支
援
し
ま
す
。

助
成
内
容

□ 

空
き
店
舗
な
ど
の
改
修
経
費

【
補
助
対
象
経
費
】

事
業
に
供
す
る
空
き
店
舗
な
ど
の
改

修
お
よ
び
設
備
に
係
る
経
費
。

た
だ
し
、
市
内
に
住
所
ま
た
は
事
業

所
を
有
す
る
業
者
が
施
工
し
た
経
費

に
限
る
。
な
お
、
備
品
類
の
購
入
費

お
よ
び
居
住
部
分
に
係
る
改
修
工
事

は
除
く
。

【
補
助
金
額
】

補
助
対
象
経
費
の
2
分
の
1
以
内

１
５
０
万
円
を
上
限
と
す
る
。

□ 

空
き
店
舗
な
ど
の
賃
借
料

【
補
助
対
象
経
費
】

空
き
店
舗
な
ど
の
賃
借
料

た
だ
し
、
住
宅
部
分
に
係
る
賃
借
料

お
よ
び
敷
金
、
礼
金
、
共
益
費
な
ど

は
除
く
。

【
補
助
金
額
】

補
助
対
象
経
費
の
2
分
の
1
以
内
の

額
と
し
、
交
付
期
間
は
1
年
以
内
、

年
間
30
万
円
を
限
度
と
す
る
。 

住
宅
部
分
に
係
る
賃
借
料
は
除
く
。

対
象
者

空
き
店
舗
な
ど
を
自
ら
借
り
上
げ
て

事
業
を
営
も
う
と
す
る
方
で
、
主
な

要
件
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
市
税
に
滞
納
が
な
い
こ
と
。

②
空
き
店
舗
な
ど
の
所
有
者
と
同
一

世
帯
に
属
し
、
ま
た
は
生
計
を
一
に

す
る
方
で
な
い
こ
と
。

③
空
き
店
舗
な
ど
の
所
有
者
ま
た
は

親
族
（
３
親
等
以
内
の
血
族
、
配
偶

者
お
よ
び
２
親
等
以
内
の
姻
族
）
で

な
い
こ
と
。　
　

④
事
業
計
画
書
お
よ
び
資
金
計
画
書

作
成
に
つ
い
て
、
阿
波
池
田
商
工
会

議
所
ま
た
は
三
好
市
商
工
会
の
経
営

指
導
を
受
け
て
作
成
し
て
い
る
こ
と
。

⑤
新
規
創
業
者
（
第
二
創
業
含
む
）

で
あ
る
場
合
に
は
、
三
好
市
創
業
支

援
事
業
計
画
に
掲
げ
る
「
創
業
セ
ミ

ナ
ー
」
ま
た
は
同
等
の
研
修
を
受
講

し
て
い
る
こ
と
。

⑥
市
内
で
営
業
し
て
い
る
店
舗
か
ら

空
き
店
舗
な
ど
へ
移
転
し
た
こ
と
に

よ
り
、
移
転
前
の
店
舗
を
空
き
店
舗

と
し
な
い
こ
と
。

対
象
事
業

①
風
俗
営
業
等
の
規
制
お
よ
び
業
務

の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定

す
る
風
俗
営
業
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

②
事
業
活
動
に
必
要
な
許
認
可
等

（
資
格
を
含
む
）
を
有
し
ま
た
は
そ

の
取
得
が
確
実
で
あ
る
こ
と
。

申
込
方
法

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
交
付
申
請
書
を
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
の
上
、
添
付
書
類
と
と
も

に
商
工
政
策
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

三
好
市
役
所　

商
工
政
策
課

☎
７
２-
７
６
４
５

E
メ
ー
ル
：shoukouseisaku@

city.tokushim
a-m

iyoshi.lg.jp

空き店舗等再生支援事業補助制度
空き店舗などの改修経費や賃借料を支援します

ご活用ください
補助制度

ご活用ください
補助制度

別表 1　工事分担金・月額使用料（税込み）

人槽区分 工事分担金 月額使用料

5人槽 102,000 円 3,780 円

7人槽 113,400 円 4,320 円

10人槽 138,000 円 5,080 円

11人槽以上 お問い合せください

※ 工事分担金は浄化槽設置工事時の 1 回のみです。
※ 月額使用料は、ＰＦＩ方式のため（株）三好浄化槽ネットワー
クが集金業務、口座振替などの手続きを市に代わって行います。

別表 2　転換補助金制度

区　　分 5人槽 6～ 7人槽 8～10人槽

単独処理
浄化槽

60,000 円 70,000 円 80,000 円

汲取り槽 大きさに関係なく 32,000 円

市が負担 個人が負担個人が負担

合併浄化槽設置の負担区分

単独処理浄化槽・汲取り槽からの転換補助制度
合併浄化槽の設置を推進します

ご活用ください
補助制度

り
組
み
、
一
般
住
宅
、
事
業
所
を
問

わ
ず
生
活
排
水
の
適
正
な
処
理
を
進

め
て
い
ま
す
。

　
浄
化
槽
設
置
の
負
担
金
、
使
用
料
、

補
助
金
制
度
に
つ
い
て
は
別
表
の
と

お
り
で
す
。

　

浄
化
槽
設
置
に
つ
い
て
は
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ

事
業
者
で
あ
る
（
株
）
三
好
浄
化
槽

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ま
た
は
三
好
市
役
所
環

境
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
注
１
）
Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式
と
は
…

　

民
間
の
資
金
、
経
営
能
力
、
技
術

力
を
活
用
し
て
、
行
政
に
代
わ
っ
て

よ
り
効
率
的
に
、
よ
り
早
く
事
業
の

推
進
を
行
う
方
式
。
三
好
市
で
は
、

（
株
）
三
好
浄
化
槽
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

と
浄
化
槽
の
設
置
、
維
持
管
理
、
使

用
料
徴
収
業
務
の
事
業
契
約
を
締
結

し
て
い
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

（
株
）
三
好
浄
化
槽
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

電
話　
８
７-

８
８
４
７

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

０
１
２
０-

８
７
８-

８
４
４

三
好
市
役
所
環
境
課

電
話　
７
２-

３
４
３
６

　
合
併
浄
化
槽
の
設
置

　

日
常
生
活
で
な
に
げ
な
く
流
し
て

い
る
生
活
排
水
が
、
川
や
海
の
水
質

汚
濁
の
大
き
な
原
因
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

三
好
市
で
は
、
平
成
27
度
か
ら
Ｐ

Ｆ
Ｉ
方
式
（
注
１
）
に
よ
り
浄
化
槽
市

町
村
整
備
推
進
事
業
を
実
施
し
、
市

内
全
域
に
お
け
る
浄
化
槽
整
備
に
取

7　市報 みよし


